
目

次

告

示

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

社
会
援
護
室)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
施
術
者
の
指
定

(

〃

)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更

(

〃

)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
二

△

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

(

計
量
検
定
室)

…
…
…
二

△

道
路
の
区
域
変
更(

二
件)

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
二

△

道
路
の
供
用
開
始

(

〃

)

…
…
…
三

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

文
化･
県
民
協
働
室)

…
…
…
三

△

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(
建
築
指
導
室)

…
…
…
三

△

社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
の
災
害
共
済
事
業
の
経

営
状
況

(

住

宅

室)

…
…
…
三

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

…
…
…
四

公
安
委
員
会
公
告

△

教
習
指
導
員
審
査(

普
通)

の
実
施

四

正

誤

△

平
成
十
八
年
六
月
二
十
六
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
四
十
七

号
中
広
島
県
公
告
の
訂
正(

二
件)

(

土
地
改
良
室)

…
…
…
五

△

平
成
十
八
年
六
月
二
十
二
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
四
十
六

号
中
広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号
の
訂
正

五

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
に
よ
る

医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
六
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
に
よ
る
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
す
る
者
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
六
百
九
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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コ
ス
モ
ス
薬
局

海
田
東
店

大

野

ぽ

っ

ぽ

薬

局

西

宅

味

薬

局

中

原

歯

科

医

院

お
お
や
耳
鼻
咽
喉
科

だ
て
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 名

称

安
芸
郡
海
田
町
幸
町
一
―
四
五

廿
日
市
市
大
野
下
更
地
一
八
〇
九
―
一

府
中
市
府
中
町
七
四
九
―
一

呉
市
警
固
屋
四
丁
目
六
―
一
四

安
芸
郡
海
田
町
西
浜
四
―
二
二
―
四

安
芸
郡
坂
町
坂
西
一
丁
目
一
六
―
三
五

所

在

地

平
成

一
八
・

六
・

一

平
成

一
八
・

六
・

一

平
成

一
八
・

六
・

一

平
成

一
八
・

六
・

一

平
成

一
八
・

六
・

一

平
成

一
八
・

五
・

一

指

定

年

月

日

上

田

博

隆

氏

名

江
田
島
市
大
柿
町

大
原
九
六
六
―
二

住

所

う
え
だ
整
骨
院

名

称

施

術

所

江
田
島
市
大
柿
町

大
原
九
六
六
―
二

所

在

地

柔
道

整
復

業
務
の

種

類

平
成一

八
・
五
・
一
五

指

定

年

月

日

(定期)

定

第 ３１

期

号

発行者 広 島 県
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期
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平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
診
療
所
等
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

計
量
法

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

区
域

尾
道
市

(

旧
尾
道
市
、
旧
因
島
市
、
旧
瀬
戸
田
町)

、
大
崎
上
島
町
、
三
原
市

(

旧
久
井
町
は
除
く
。)

江
田
島
市

二

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

ひ
ょ
う
量
一
ト
ン
以
上
の
大
型
は
か
り

三

実
施
期
日

平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で

四

実
施
場
所

当
該
計
量
器
の
所
在
場
所

五

定
期
検
査
実
施
機
関

指
定
定
期
検
査
機
関

社
団
法
人

広
島
県
計
量
協
会

広
島
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

三
原
本
郷
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
竹
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道
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上
田
医
院

新
名

称

上
田
内
科
婦
人
科
医
院

旧

呉
市
広
長
浜
三
丁
目
七
番
二

六
号 所

在

地

平
成

一
八
・

二
・

一

変
更
年
月
日

西

宅

味

薬

局

中

原

歯

科

医

院

お
お
や
耳
鼻
咽
喉
科

だ
て
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 名

称

府
中
市
府
中
町
七
四
九
―
一

呉
市
警
固
屋
四
丁
目
六
―
一
四

安
芸
郡
海
田
町
西
浜
四
番
二
二
―
四
号

安
芸
郡
坂
町
坂
西
一
丁
目
一
六
―
三
五

所

在

地

平
成

一
八
・

五
・
三
一

平
成

一
八
・

五
・
三
一

平
成

一
八
・

五
・
三
一

平
成

一
八
・

四
・
三
〇

廃

止

年

月

日

三
原
市
高
坂
町
真
良
字
風
隠
五
七
四
番
一
地
先
か
ら

三
原
市
高
坂
町
真
良
字
伝
十
一
二
三
七
番
三
地
先
県
道
本

郷
久
井
線
交
点
ま
で

三
原
市
高
坂
町
真
良
字
風
隠
五
七
四
番
一
地
先
か
ら

三
原
市
高
坂
町
真
良
字
伝
十
一
二
三
七
番
三
地
先
県
道
本

郷
久
井
線
交
点
ま
で

三
原
市
高
坂
町
真
良
字
風
隠
五
七
四
番
一
地
先
か
ら

三
原
市
高
坂
町
真
良
字
堂
沖
一
三
七
五
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
二
・
三
〇
〜

五
九
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜
一

一
・
〇
〇 メ

ー
ト
ル

一
二
・
三
〇
〜

五
九
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

七
三
五
・
〇
〇

六
五
一
・
三
〇

メ
ー
ト
ル

七
三
五
・
〇
〇

延

長

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

解
除 備

考

(定期)



路

線

名

竹
原
吉
名
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
竹
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
七
月
二
〇
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

三
原
市
中
之
町
九
丁
目
一
〇
八
八
番
四
、
一
〇
九
五
番
一

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

三
原
市
中
之
町
五
丁
目
六
番
二
号

共
立
電
機
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
尾

敏
範

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
か
ら
平
成
十
七
年
度
経
営
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

事
業
実
績

加
入
都
道
府
県
市
区
町
村
会
員
数

七
六
四

加
入
戸
数

八
三
一
、
八
八
一
戸

共
済
委
託
契
約
金
額

六
、
八
一
三
、
七
一
四
、
三
一
五
、
〇
〇
〇
円

火
災
共
済
掛
金

一
、
一
二
九
、
一
五
〇
、
六
六
七
円

被
災
戸
数

三
一
五
戸

火
災
共
済
給
付
金

二
二
九
、
七
四
八
、
五
八
八
円

特
定
給
付
金

一
五
、
〇
九
二
、
〇
九
三
円

復
興
建
築
助
成
戸
数

一
六
四
戸
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竹
原
市
吉
名
町
字
柏
木
二
七
〇
七
番
四
地
先
か
ら

竹
原
市
吉
名
町
字
東
浦
尻
二
三
一
四
番
二
地
先
一
般
国
道

一
八
五
号
交
点
ま
で

竹
原
市
吉
名
町
字
柏
木
二
七
〇
七
番
四
地
先
か
ら

竹
原
市
吉
名
町
字
身
ノ
越
五
〇
三
番
一
地
先
ま
で

竹
原
市
吉
名
町
字
柏
木
二
七
〇
七
番
四
地
先
か
ら

竹
原
市
吉
名
町
字
下
原
二
二
三
四
番
三
地
先
ま
で

竹
原
市
吉
名
町
字
柏
木
二
七
〇
七
番
四
地
先
か
ら

竹
原
市
吉
名
町
字
山
租
五
二
三
番
四
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

九
・
五
〇
〜
九

一
・
七
〇

三
・
九
〇
〜
一

〇
・
八
〇

九
・
五
〇
〜
三

五
・
〇
〇 メ

ー
ト
ル

三
・
九
〇
〜
一

〇
・
八
〇

敷
地
の
幅
員

九
四
二
・
五
〇

七
五
六
・
一
〇

三
一
五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

四
四
五
・
〇
〇

延

長

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

(

区
域
延
伸)

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

備

考

県
道
竹
原
吉
名

線 路

線

名

竹
原
市
吉
名
町
字
身
ノ
越
五
二
二
番
一
地
先
か
ら

竹
原
市
吉
名
町
字
身
ノ
越
五
〇
三
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
七
月
六

日 供
用
開
始
の
期
日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ポ
ラ
ー

ノ 特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

川
村

毅

代
表
者
の
氏

名

広
島
県
広
島
市

西
区
天
満
町
六

番
一
二
号

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
に

対
し
て
、
住
民
参
加
と
相
互

扶
助
の
精
神
の
も
と
、
主
と

し
て
文
化
及
び
ス
ポ
ー
ツ
活

動
を
通
じ
、
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
を
図
る
活
動
を
行
い
、

も
っ
て
地
域
社
会
全
体
の
利

益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

会
員
の
種
別

の
変
更

定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年

六
月
二
八
日

申
請
年
月
日

(定期)(定期)(定期)



復
興
建
築
助
成
金

四
七
、
四
四
六
、
二
六
二
円

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
会
員
数

六
一

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
金

二
九
、
〇
二
六
、
五
〇
〇
円

住
宅
災
害
見
舞
戸
数

二
、
三
二
四
戸

住
宅
災
害
見
舞
金

三
四
、
五
〇
一
、
〇
〇
〇
円

二

収
支
計
算

１

収
入

火
災
共
済
掛
金
収
入

一
、
一
二
九
、
一
五
〇
、
六
六
七
円

建
物
管
理
の
部
収
入

四
四
、
〇
五
三
、
四
六
八
円

そ
の
他
の
収
入

三
九
三
、
〇
八
五
、
〇
七
七
円

当
期
収
入
合
計

(
Ａ)

一
、
五
六
六
、
二
八
九
、
二
一
二
円

前
期
繰
越
収
支
差
額

六
八
、
一
八
六
、
九
三
一
円

収
入
合
計

(

Ｂ)

一
、
六
三
四
、
四
七
六
、
一
四
三
円

２

支
出

事
業
費

四
三
一
、
三
二
四
、
二
九
〇
円

管
理
費

二
三
二
、
五
三
八
、
九
七
五
円

建
物
管
理
費

二
〇
、
六
二
五
、
七
六
五
円

特
定
預
金
等
支
出

八
九
六
、
一
八
八
、
七
八
九
円

当
期
支
出
合
計

(

Ｃ)

一
、
五
八
〇
、
六
七
七
、
八
一
九
円

当
期
収
支
差
額

(

Ａ)

―

(

Ｃ)

▲
一
四
、
三
八
八
、
六
〇
七
円

次
期
繰
越
収
支
差
額

(

Ｂ)

―

(

Ｃ)

五
三
、
七
九
八
、
三
二
四
円

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

51号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
７
月
６
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

66号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

99条
の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
実
施

す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

。以
下
｢規

則
｣
と
い
う

。)
第

10条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

18年
７
月
６
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

１
審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
(普
通
)

２
審
査
の
期
日

平
成

18年
８
月
９
日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

道
路
交
通
法
第

99条
の
３
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第

12条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

平成18年 7月6日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 4 6号

4

6P
0435

6P
0443

6P
0482

検
定

番
号

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
７
月
６
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

ーバ

ー美
ら
島
Ｍ
Ｆ

－
Ｔ
１

Ｃ
Ｒ
松
浦

亜
弥
Ｘ
Ｆ

－
Ｔ

Ｃ
Ｒ
ぱ
ち

ん
こ
ジ
ョ

ーズ
Ｒ

80
Ｔ
Ｆ
１

型
式
名

株
式
会
社
三
共

代
表
取
締
役
毒
島
秀
行

(群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六

丁
目

460番
地
)

株
式
会
社
ビ
ス
テ
ィ

代
表
取
締
役
寶
田
久
治

(東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
３
丁

目
29番

10号
)

京
楽
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
榎
本

宏
(愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦

三
丁
目

24番
４
号
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名

(

住
所

)
(定期)(号外)(定期)



６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
教
習
指
導
員
等
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成

18年
８
月
２
日

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
六
月
二
十
六
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
四
十
七
号
に
登
載
の
広
島
県
公
告

(

土
地
改
良

区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
土
地
改
良
室
長

平
成
十
八
年
六
月
二
十
六
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
四
十
七
号
に
登
載
の
広
島
県
公
告

(
土
地
改
良

区
の
役
員
の
退
任)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
土
地
改
良
室
長

平
成
十
八
年
六
月
二
十
二
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
四
十
六
号
に
登
載
の
広
島
県
公
安
委
員
会
告
示

第
四
十
七
号

(

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
長

平成18年 7月6日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 4 6号
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七
ペ
ー
ジ

下 段

一
行

東
広
島
市
高
屋
町
小
竹

誤

東
広
島
市
小
竹

正

八
ペ
ー
ジ

上 段

二
行

山

本

一

夫
誤

山

道

一

夫
正

五
ペ
ー
ジ

下 段

型
式
名 欄

ラ
ン
プ
ル
ロ
ー
ズ

誤

ラ
ン
ブ
ル
ロ
ー
ズ

正

(定期)(号外)(定期)


